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（印影印刷）

無戸籍の学齢児童・生徒の就学の徹底及び

きめ細かな支援の充実について（通知）

日本国籍を有するものの戸籍に記載がない者（以下「無戸籍者」という。）につい

ては、戸籍謄本等により身元を証明することができないために社会生活上様々な不

利益を被ることがあるほか、各種の行政サービスを受ける上で困難が生じるものと

考えられるため、法務省及び文部科学省を含む関係省庁においては、無戸籍者が適

正な手続により戸籍に記載されるための支援を推進するとともに、平成２６年８月

以降、無戸籍者に関する情報を各地域の管轄法務局において集約し、法務省に報告

することとしています。

法務省が把握している無戸籍者の中には、学齢児童生徒と思われる者も相当数含

まれていることから、文部科学省においては、法務省が平成２７年３月１０日現在

で把握した無戸籍者について、就学状況の調査（以下「実態調査」という。）を行い、

その結果を取りまとめたところです。（別添１）

戸籍の有無にかかわらず、学齢の児童生徒の義務教育諸学校への就学の機会を確

保することは、憲法に定める教育を受ける権利を保障する観点から極めて重要であ

り、各市町村（特別区を含む。以下同じ。）教育委員会及び各義務教育諸学校におい

ては、今回の調査結果も踏まえつつ、下記に御留意の上、無戸籍の学齢児童生徒の

就学の徹底ときめ細かな支援の充実に取り組んでいただくようお願いします。

各都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校及び域内の市町

村教育委員会に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法（平成１４年法律

第１８９号）第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄
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の学校及び学校法人等に対して、各国立大学法人の長におかれては附属学校に対し

て、本通知の趣旨・内容について周知・指導願います。

なお、本通知は法務省民事局、厚生労働省雇用均等・児童家庭局及び総務省自治

行政局と協議済みであることを申し添えます。

記

１．無戸籍の学齢児童生徒の居住が判明した場合の対応等について

実態調査においては、平成２７年３月１０日現在で戸籍に記載がない学齢児童

生徒１４２名のうち、１名が未だ就学できておらず、また現在就学している者の

うち６名は過去に未就学の期間があったことが判明した。

この点に関しては、戸籍や住民票の有無にかかわらず、学校教育法第１７条に

基づき、学齢児童生徒の保護者には義務教育諸学校に子を就学させる義務がある

が、無戸籍であったり住民基本台帳に記載されていない場合には就学できないの

ではないかと保護者が誤解している場合や、ドメスティック・バイオレンス被害

等の困難な家庭状況が就学の妨げとなっている場合も考えられる。また、戸籍や

住民基本台帳に記載されていないことにより、教育委員会が当該児童生徒の情報

を把握することができず学齢簿を編製することが困難となることも考えられる。

以上のことから、市町村教育委員会におかれては、戸籍担当部局、住民基本台

帳担当部局、社会福祉部局、児童相談所等の関係機関との間で戸籍や住民基本台

帳に記載されていない学齢児童生徒に関する必要な情報共有のためのルールをあ

らかじめ決めておくとともに、戸籍や住民基本台帳に記載されていない学齢児童

生徒が域内に居住している事実を把握したときは、直ちに当該児童生徒に係る学

齢簿を編製するとともに、対面により丁寧に就学の案内を行うなど、戸籍や住民

基本台帳に記載されていない学齢児童生徒が就学の機会を逸することのないよう

取組を徹底すること。

２．無戸籍の学齢児童生徒に対するきめ細かな支援について

（１）戸籍への記載に向けた支援

法務省においては、「戸籍に記載がない者に関する情報の把握及び支援について

（依頼）」（平成２６年７月３１日付け法務省民事局民事第一課長通知）（別添２）

において、市区町村（教育委員会等も含む。）が戸籍以外の所管業務の過程で無戸

籍者に関する情報を把握したときは、市区町村の戸籍窓口に当該情報（通称，生

年月日，連絡先等）を連絡するとともに、無戸籍者に対して管轄法務局等へ相談

するよう案内すべき旨通知しているところである。

以上のことから、各市町村教育委員会におかれては、当該通知に基づく取組を

徹底するため、無戸籍の学齢児童生徒の情報を把握したときは、速やかに戸籍担

当部局に連絡するとともに、当該児童生徒の保護者に、無戸籍者支援に係る法務



省のホームページを紹介したり、近隣の法務局から就籍手続に関する連絡が行く

よう取り計らうなど、戸籍担当部局と連携して、当該児童生徒の就籍に向けた支

援を行うこと。

（２）学習上・生活上課題がある児童・生徒への支援

実態調査においては、無戸籍の学齢児童生徒が義務教育諸学校へ就学している

場合であっても、当該児童生徒のうち約１６％が困難な家庭状況により児童相談

所の支援を受けているなど特別な生活上の課題があり、また過去に未就学期間が

あった児童生徒のうち半数が、未就学期間があったことによる学習上の課題を抱

えていることが判明した。

以上のことから、義務教育諸学校においては、別添１において、今回の実態調

査で把握した、無戸籍の学齢児童生徒が抱える学習上・生活上の課題を取りまと

めているので、その内容や「生徒指導提要」（平成２２年３月、文部科学省）の第

６章Ⅱ「個別の課題を抱える児童生徒への指導」における記載も参考としつつ、

無戸籍の学齢児童生徒が抱える教育上・生活上の課題に適切に対応すること。

特に、当該児童生徒が、未就学期間があったことによる学習上の課題を抱えて

いる場合は、学習内容にまとまった欠落があるなど、日々の教職員の指導の中で

補充的に対応するだけでは十分な支援ができない場合も考えられるため、教育委

員会と学校とが連携して個別に支援計画を策定し、放課後や長期休業日の活用も

含め、修業年限全体を通じた組織的・計画的な学習支援を行うことも検討するこ

と。

児童生徒が児童養護施設へ入所している場合や、貧困、虐待、ネグレクトとい

った家庭上の課題を抱えている場合など、児童生徒に特別な生活上の課題がある

場合には、児童相談所等の関係機関や、スクールカウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカーといった専門職員と緊密に連携しつつ、きめ細かな支援を充実させ

ること。

また、各都道府県教育委員会においては、当該児童生徒の在籍校における学習

指導上・生徒指導上の課題の状況を総合的に判断して必要と認められる場合は、

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置に係る補助や教職員

定数の加配の活用も考慮しつつ、当該在籍校の指導体制の充実に努めること。

【本件連絡先】

文部科学省初等中等教育局

初等中等教育企画課教育制度改革室

電話：03-5253-4111（内線3745,2007）



無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査結果 
 

 

【調査対象】  平成２７年３月１０日現在で法務省が把握した無戸籍の学齢児童生徒 

１４２名（小学生相当年齢１１６名、中学生相当年齢２６名） 

【調査自治体】 １０４市区町村教育委員会 

【調査時点】  平成２７年３月３１日 

 

 

１ 児童生徒の義務教育諸学校への就学状況 

① 域内の公立学校に就学している １３７ ９６.５％  

② 区域外の公立学校や国私立学校へ就学している   ４  ２.８％  

③ 就学していない   １  ０.７％ ※ 

    計 １４２ ―  

   ※現在、教育委員会において関係機関と緊密に連携し、保護者に就学義務の履行を促している。 

   

２ 就学している児童生徒の登校の状況 

① 適切に学校に登校している １３３ ９４.３％ 

② 欠席が目立つ   ２  １.４％ 

③ 不登校状態となっている   ６  ４.３％ 

    計 １４１ ― 

 

３ 未就学期間の有無 

① なし １３５ ９５.７％  

② あり   ６  ４.３％ ※ 

    計 １４１ ―  

   ※未就学期間は、それぞれ１か月、６か月、１年８か月、３年、７年５か月、７年６か月。 

 

４ 未就学期間があったことによる学習上の課題の有無 

① なし   ３ 

② あり   ３ 

    計   ６ 

    【課題及び対応の状況】  

・習得すべき知識が欠けており、別教室で個別指導を行っている。 

・基本的な生活習慣や体力面に課題があり、個別の指導計画に基づいた指導を行っている。 

・特別支援学級に在籍し、個別の指導を受けている。 

 

５ スクールソーシャルワーカーの支援の状況 

① 受けている   １  ０.７％ 

② 受けていない １３８ ９７.９％ 

③ スクールソーシャルワーカーの配置を行っていない   ２  １.４％ 

    計 １４１ ― 

 
６ スクールカウンセラーの支援の状況 

① 受けている   ４  ２.８％ 

② 受けていない １３７ ９７.２％ 

    計 １４１ ― 
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７ 準要保護・要保護の状況 

① 要保護児童生徒として認定されている  １７ １２.１％ 

② 準要保護児童生徒として認定されている  ３２ ２２.７％ 

③ 受けていない  ９２ ６５.２％ 

    計 １４１ ― 

    ※全児童生徒に占める要保護児童生徒の割合１.５％、準要保護児童生徒の割合１４.１％（平

成２４年度） 

 

８ 生活上の課題の有無 

① 課題がある  ２３ １６.３％ 

② 課題はない １１８ ８３.７％ 

    計 １４１ ― 

    【課題及び対応の状況】 

〈戸籍記載に向けた手続き等〉 

・保護者のみでは戸籍記載に向けた手続が困難であり、法務局、児童相談所、弁護士等が支

援中。 

・関係機関において繰り返し説明を行っているが、保護者の理解が得られず、戸籍記載に向

けた手続が進まない状況。 

・関係機関の支援により住民票や健康保険等の手続が行われ、戸籍記載に向けて手続中。 

・無戸籍であることから、支援が必要な児童として関係機関が連携し対応中。 

  

〈学力・学習状況〉 

・不登校により学力等に課題がある。月１回放課後登校させるとともに、保護者に生活の様

子について確認をしている。 

・国語や算数の学力に課題が見られる。担任や指導助手が中心となって授業中の言葉かけや

支援に努めている。 

・平仮名は書くことができるが、足し算・引き算の繰り上がり・繰り下がりは難しく、九九

ができないなど課題がある。年齢相当よりも体格も小さめである。 

・漢字を読むことはできるが書くことができない。 

・入学して間もないが、学習の遅れが見られることから、個別の対応を検討中。 

・通級による指導を受けており、学習支援員が関与。 

・自閉症傾向があり、特別支援学級に入級。 

 

〈家庭の養育力〉 

・身体的虐待や、家庭での食事が十分でなかったり入浴が滞ったり等のネグレクトの疑いが

あり、児童相談所や警察等と連携して対応中。 

・児童相談所の措置等により、児童養護施設へ入所中。 

・離婚等により家庭環境が不安定。 

・不登校となっているが、保護者との連絡がとりにくい状況。 

・給食のない日には、学校を欠席しがち。 

・給食費等を滞納。 

・関係機関が働きかけているが、児童手当の申請ができていないほか、予防接種等も受けら

れていない。 



法務省民一第８１７号

平成２６年７月３１日

法務局民事行政部長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

法務省民事局民事第一課長

（ 公 印 省 略 ）

戸籍に記載がない者に関する情報の把握及び支援について（依頼）

女性が元夫との離婚後３００日以内に子を出産した場合，原則として，民法

第７７２条の規定により，元夫が当該子の父と推定され，戸籍上も当該子は元

夫の子として取り扱われるところ，出生届の届出義務者である母が他に当該子

の血縁上の父が存在すること等を理由として出生の届出をしないために，当該

子が戸籍に記載されないことがあります。このような経緯により，日本国籍を

有するものの戸籍に記載がない者（以下「無籍者」といいます。）については，

戸籍謄本等により身元を証明することができないために社会生活上様々な不利

益を被ることがあるほか，各種の行政サービスを享受する上で困難が生じるも

のと思われます。

このような事情に鑑みると，無籍者については，その情報をできる限り把握

するとともに，無籍者が適正な手続により戸籍に記載されるための支援を行う

必要があります。

ついては，貴管下市区町村長に対し，戸籍担当部署（以下「戸籍窓口」とい

います。）において無籍者についての情報の把握に努めていただくとともに，

これを把握したときは，管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局（以下「管

轄法務局等」といいます。）に無籍者に関する情報（通称，生年月日，連絡先

等）を連絡するほか，無籍者に対して管轄法務局等への相談方を御案内いただ

きますよう周知方取り計らい願います。

また，無籍者についての情報は戸籍窓口だけで全て把握することは困難であ

り，住民基本台帳，児童福祉，学校教育等の戸籍以外の業務を行う過程でもこ
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れに関する情報に接することがあるものと思われます。そのため，貴局管内の

市区町村長，児童相談所長，教育委員会教育長等に対し，戸籍以外の所管業務

の過程で無籍者に関する情報を把握したときは，市区町村の戸籍窓口に無籍者

に関する情報（通称，生年月日，連絡先等）を連絡していただくとともに，無

籍者には管轄法務局等への相談方を御案内いただくよう協力を依頼する旨の文

書を発出していただきますよう併せてお願い申し上げます。

なお，無籍者への対応等につきましては，法務省ホームページ

（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html）を御参照願います。


